
平成30年建築基準法改正の解説と
中⼤規模⽊造建築のつくりかた

⽇時 ９⽉１２⽇ 13:30-17:00
ひめぎんホール第6会議室（松⼭市道後町２丁⽬５番１号）

⽔

■建築基準法改正について
㈱愛媛建築住宅センター 建築部 ⻄森 勉

■中⼤規模⽊造建築のすすめ
ナイス㈱ 建設事業本部 遠藤 雅宏

■⼤規模⽊造建築物と防⽕被覆材の設計施⼯⽅法について
吉野⽯膏㈱ 需要開発部 廣瀬 俊

内容

第2部

■お問合せ窓⼝■ ナイス株式会社 前⽥ TEL:089-998-6029

申込締切：９/５

定員50名 参加費無料

■お申込⽅法■ FAX：089-998-6030 Mail：takuya.maeda@nice.co.jp

CPD３単位認定

主催：株式会社愛媛建築住宅センター
共催：ナイス株式会社 吉野石膏株式会社 伊予木材株式会社

平成３０年に木造建築物を巡る多様なニーズへの対応や既存建築物のストック活用を背景に
建築基準法が改正されます。
また、木造１時間耐火も告示化され、今後さらに木造耐火への対応が求められることから、
木造耐火建築物の施工上の注意点･施工事例等の解説を行います。

※CPD単位登録には、
CPD番号が必要となります


